
 

 会 員 規 則  

 

公益財団法人日本医療保険事務協会（以下「本協会」という。）定款第４４条第２項

の規定に基づき、会員の規則を次のとおり定める。 

 

（会員の種類） 

第１条 本協会の会員は、次のとおりとする。 

 （１） 個人会員  本協会の設立趣旨、目的に賛同し、事業を援助するために入会

する個人 

 （２） 法人会員  本協会の設立趣旨、目的に賛同し、事業を援助するために入会

する法人 

 

（入会の方法）  

第２条 本協会の会員になるためには、別に定める「入会申込書」により申し込むもの

とする。 

 

（会員の認定） 

第３条 前条の定めに基づき申し込みのあった者については、理事長が認定し、理事会

に報告するものとする。 

 

（記載事項の変更） 

第４条 会員は、第２条に定める入会申込書及びその添付書類の記載事項に変更が生じ

た場合には、速やかに変更事項を届け出るものとする。 

 

（会 費） 

第５条 会員の会費は、年額を次のとおりとする。 

 （１） 個  人（１号会員）                 一口  ６千円 

（２） 医療施設及び医療関係機関・法人（２号会員）      一口１．２万円 

（３） 診療報酬請求事務従事者養成施設（３号会員）      一口４．２万円 

（４） 診療報酬請求事務受託事業者（４号会員）        一口 ３０万円 

（５） その他の法人又は団体（５号会員）           一口 ３０万円 

 

（会費の納入） 

第６条 会費の納入は、年１回とし、原則として前年度３月末日までに前納するものと

する。 



（会費の不返還） 

第７条 会員が既に納入した会費は、特別の理由がない限り、これを返還しない。 

 

（退 会） 

第８条 会員が退会しようとするときは、理由を付して別に定める「退会申出書」を理

事長に提出しなければならない。 

 

（除 名） 

第９条 会員が本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき

は、理事会の議決を経て、理事長が除名することができる。但し、その会員に弁明の

機会を与えなければならない。 

 

（資格の喪失） 

第 10条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。 

 （１） 退会したとき 

 （２） 死亡し、又は会員である法人が解散したとき 

 （３） 除名されたとき 

 （４） 会費の納入が６ヶ月以上されなかったとき 

 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第 11条 会員が資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義

務を免れる。 

 

（会員規則の変更） 

第 12条 理事長は、理事会の決議を経て、会員規則を変更できるものとする。 

 

（その他） 

第 13条 本規則において定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定 

める。 

 

 

附  則 

この規則は、平成２５年４月１２日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 


